
【適時開示体制の概要（模式図）】 

（１） 決定事実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 発生事実 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 緊急に開示すべき事実が発生した場合には、代表取締役の承認を得て速やかに開示し、取締役会

には開示資料を回付します。 

（３） 決算情報 

 

適 時 開 示 責
任者 
 
① 取 締 役 会
の 付 議 事 項
の 取 り 纏 め
（ 子 会 社 情
報含む） 

経 営 管 理 部
経営企画・IR
課 
 
② 開 示 資 料
案作成 

代表取締役、

適 時 開 示 責

任者 

 
③ 経 営 管 理
部経営企画・
IR 課から代
表取締役、適
時 開 示 責 任
者 に 開 示 資
料案の説明 

取締役会 
 
④ 議 案 の 審
議・承認 
⑤ 開 示 資 料
の審議・承認 

代表取締役、
適 時 開 示 責
任者 
 
⑥ 開 示 資 料
の最終確認 
 

適 時 開 示 責
任者 
 
⑦情報開示 
 

経 営 管 理 部
経営企画・IR
課 
 
①各部門・子
会 社 か ら 発
生 し た 事 実
に 関 す る 情
報の受領 

経 営 管 理 部
経営企画・IR
課 
 
②情報収集、
情 報 開 示 の
必要性検討 
③ 開 示 資 料
案作成 

代表取締役、
適 時 開 示 責
任者 
 
④ 経 営 管 理
部経営企画・
IR 課から代
表取締役、適
時 開 示 責 任
者 に 開 示 資
料案の説明 

取締役会 
 
⑤ 発 生 事 実
の報告 
⑥ 開 示 資 料
の審議・承認
※ 

代表取締役、
適 時 開 示 責
任者 
 
⑦ 開 示 資 料
の最終確認 
 

適 時 開 示 責
任者 
 
⑧情報開示 
 

総 務 部 経 理
課 
 
①各部門・子
会 社 か ら 決
算 に 関 す る
資料受領 

総 務 部 経 理
課 
 
② 開 示 資 料
案 （ 決 算 短
信、四半期決
算短信）作成 

監査人、監査
法人 
 
③ 開 示 資 料
案 の チ ェ ッ
ク 

取締役会 
 
⑤ 決 算 情 報
の 報 告 を 受
け、開示資料
の審議・承認 

代表取締役、
適 時 開 示 責
任者 
 
⑥ 開 示 資 料
の最終確認 
 

適 時 開 示 責
任者 
 
⑧情報開示 
 

代表取締役、
適 時 開 示 責
任者 
 
④ 総 務 部 経
理 課 か ら 代
表取締役、適
時 開 示 責 任
者 に 開 示 資
料案の説明 


